
展示販売で施設をご利用の皆様へ 

  

 展示販売での利用許可を受ける場合は、施設予約のお申込み前に下記の書類を提出してい

ただき、下記の注意事項を厳守してください。 

 

○提出書類 

 □１．誓約書（指定様式、別途添付）                    …１通 

 

上記書類を提出後、施設ご利用料金をお支払ください。 

振込み又は窓口にてお支払いください。 

 

 

○施設ご利用前の注意事項 

 □１．展示販売は、必ず商品を陳列し、販売価格を明示してください。 

    正面の扉は、開けたままにし誰でも入れるようにしてください。 

 □２．広告等を作成・配布される場合は事前に原稿をご提出ください。（郵送、FAX 可）

広告内容としては下記の点にご留意ください。 

   ①商品等の内容が明確にわかること。 

   ②問合わせ先として主催者の連絡先を明記し、施設の連絡先は掲載しないこと。 

   ③会場名は正確に記載すること。『すばるホール３階展示室』 

   ④『来場には公共交通機関をご利用ください』と明記すること。 

 □３．搬入等でトラックなどを駐車される場合は、必ず施設の担当者と打合せを行ってく

ださい、また指示に従ってください。 

  （駐車場は有料です。なお、駐車場の混雑により、移動をお願いする場合があります） 

 □４．展示販売については、期間後の問合わせ先を明記するなど、来場されるお客様につ

いて販売後のアフターケアをお願いします。 

（裏面の注意事項もご確認ください） 
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施設ご利用に際しての注意事項 

□１．残留期間において商品の盗難、紛失、火災、その他の事項が生じた場合、すばるホールは

一切の責任を負いません。 

□２．許可を受けた内容以外の展示、及び販売は一切禁止いたします。また、商品の内容・価格

等は、明確に表示し混乱がないようにしてください。 

□３．許可を受けた所定の場所以外（廊下・踊り場等）での展示、販売、商品の準備、荷物の残

留はしないでください。 

□４．長机・椅子・電源の利用は有料です。長机５０脚、椅子１００脚まで。 

   （利用料金は１区分につき長机１脚１００円、椅子１脚５０円、電源１ＫＷ３００円です） 

   （例）終日ご利用の場合 

      ３区分で長机１脚３００円、椅子１脚１５０円、電源１ＫＷ９００円です。 

□５．事務室でのＦＡＸ利用は有料です。※なお、送受信の不具合による損失は補償しません。 

   （送信１枚目２００円、２枚目以降１枚３０円/受信１枚３０円） 

□６．仮設電話・ＦＡＸ等を設置される場合は、事前に特別設備設置許可申請が必要です。 

□７．利用施設外、及び備品等への貼り紙はしないでください。また、許可施設内においてガム

テープ、釘は利用しないでください。 

  （展示室内パネルはセロテープ・押しピンは使用できます） 

□８．会場利用当日、表示物やポスター類は必ず許可を受けて所定の場所に掲示し、お客様の誘

導は速やかに行ってください。 

□９．外部への立て看板（最大Ｈ２００×Ｗ７８㌢）は１本とし、しっかり固定できる用意をし

てください。館内の立て看板（最大Ｈ１８０×Ｗ６０㌢）も同様です。 

   すばるホール館内に許可無くのぼりを立てることを禁止します。館外では所定の位置のみ

で許可いたします。なお、設置場所は、係員の指示に従ってください。 

   なお、当館は、文化事業の催しを優先いたしますので、そのつど、看板等の移動をお願い

することがありますのでご了承願います。 

□１０．搬入搬出の際は、エレベーターが傷つかないよう、エレベーター内側面にクッションな

どで養生し、傷つけないよう十分注意してください。なお、すばるホールの利用状況により、

搬入搬出時間を指定する場合がありますのでご了承願います。 

□１１．台車は必要台数用意してください。 

□１２．商品の搬入搬出等で大型車の駐車、又は長期駐車される場合は、駐車位置等について係

員の指示に従ってください。また、混雑状況により搬入搬出時間を指定する場合があります

ので係員とご相談ください。（駐車場は有料） 

□１３．行事に伴い発生したゴミは全てお持ち帰りください。 

□１４．利用期間中は係員の指示に従ってください。 

□１５．施設を破損・汚損した場合は、実費弁償していただきます。 

□１６．その他、利用許可書裏面記載事項を厳守してください。 

 

上記事項に違反した場合は、すばるホールの指示（利用停止及び中止、退館、以降の利用許可取

消し等）に従ってください、なお、その指示により損害等がでても一切の補償はいたしません。 


